
 
 
 
 
 

重 要 事 項 説 明 書 
（認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 護 事 業） 

（介 護 予 防 認 知 症 対 応 型 共 同 生 活 介 事 業） 
 
 
 

当事業所は介護保険の指定を受けております。 

（鹿児島県指定第４６７０２０１０６２号） 

 
 
 
 

当事業所のサービスを提供するにあたり，施設の概要や提供致しますサービスの内

容，料金，契約上御注意頂きたい事項を，次の内容のとおり御説明申し上げます。 

 
 
 
 
 
 

社会福祉法人 祥健会 
 

グループホーム とうごう苑 
 
 
 
 



１．施設経営法人 
 （１）法 人 名     社会福祉法人 祥健会 
 （２）法人所在地     鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕２５０１番地 
 （３）電 話 番 号     ０９９６－４２－２１１１  ＦＡＸ ０９９６－４２－２１０５ 
 （４）代 表 者     理事長 松尾  眞一郎 
 （５）設 立 年 月     平成４年９月 
２．事業所 
 （１）事業所の種類    認知症対応型共同生活介護事業及び介護予防認知症対応型共同生活介                   
              護事業 
 （２）事業の目的     要介護者で認知症のある利用者が，家庭的な雰囲気の環境と地域住民

との交流の下で共同生活をすることにより，入浴，排泄，食事等の介

護及びその他日常生活上の世話や機能訓練を受け，その利用者の有す

る機能に応じた，自立した日常生活を営むことができるように支援し

ていくことを目的とする． 
 （３）事業所の名称    グループホーム とうごう苑 
 （４）事業所の所在地   鹿児島県薩摩川内市東郷町斧渕２６３６番地１ 
 （５）電 話 番 号       ０９９６－２１－６５５１  ＦＡＸ ０９９６－２１－６８３８ 
 （６）管 理 者     中間 みゆき  保有資格（介護支援専門員，介護福祉士，社会福祉

主事） 
 （７）事業所の運営方針  ①利用者が夢を抱き満足を実感できるようにする。 
              ②利用者の人権を最優先し，生命，身体の安全に配慮する。 
              ③地域福祉の活性化に寄与する。 
              ④サービスの向上に努め，総合的なサービスの提供に努める。 
              ⑤身体拘束の排除に努める。 
 （８）開設年月日     平成１６年１１月１２日 
 （９）建物の構造     木造瓦葺平屋建 
 （10）延べ床面積     ６９８．０４㎡（１棟当り３４９．０２㎡(１０５．８坪)） 
 （11）居 室 数     １８居室（１棟当り９居室） トイレは２居室に１箇所設置 
 （12）入所定員      １８人（１棟当り９人） 
 （13）共用施設      食堂，居間，和室，台所，浴室，洗濯設備 
３．職員体制 
              管理者     常 勤  １名 （計画作成担当者を兼務） 
              管理者は、計画作成者を兼務し、事業所の従事者の管理及び業務の 

管理を一元的に行う。 
              計画作成担当者 常 勤  ２名 （１名は管理者と兼務） 
              管理者の業務を補佐し、利用者の計画作成を行う。 
              介護職員    常 勤 １３名 
                    ※常勤換算 １５名 
              介護職員は、入浴、排泄、食事の介助等日常生活援助を行う。 
              事務員     常 勤  １名 



              事務員は、必要な事務処理を行う。 
４．職員の勤務体制     勤務時間 
               早出勤務（常勤）  ７：００～１６：００ 
               普通勤務（常勤）  ８：００～１７：００ 
               遅出勤務（常勤） １０：００～１９：００ 
               夜勤勤務     １７：００～翌９：００ 
５．休業日 
              年間無休 
６．サービス内容 
 （１）介護保険サービス 
   ⅰ）食事サービス 
     ・食事材料代は，給付対象外です。 
     ・食事は，できる限り離床して，食堂で摂って頂くように配慮します。 
     ・食事時間は，特に設けませんが，目安としましては，次のとおりとします。 
        朝 食   ８：００～ ９：００ 
        昼 食  １２：００～１３：００ 
        夕 食  １８：００～１９：００ 

ⅱ）入浴サービス 
・原則として，いつでも入浴できますが，入浴介助の必要な方については，週３回以上入

浴を行います。また，体調の不調等で入浴が制限された方については，週３回以上清拭

を行います。 
ⅲ）排泄に関するサービス 

・利用者の状況に応じて，適切な排泄の介助と排泄の自立の援助を行います。 
・おむつ使用の場合のおむつ交換は，１日５回を目安としますが，必要があるようであれ

ば，それ以上に行います。 
   ⅳ）日常生活の世話に関するサービス 
     ・離  床･･･････寝たきり防止のため離床に配慮します。 
     ・着 替 え･･･････着替えのお手伝いをします。 
     ・整  容･･･････身の回りのお手伝いをします。 
     ・寝具消毒･･･････状況に応じて，寝具等の消毒（天日干し等）をします。 
     ・シーツ交換･････週１回シーツの交換の手伝いをします。 
     ・健康管理･･･････日々の健康状態を把握し記録します。年２回健康診断を行います。 
     ・洗  濯･･･････必要に応じて，洗濯のお手伝いをします。 
     ・居室内清掃･････必要に応じて，居室内の清掃のお手伝いをします。 

・役所等の手続き代行････本人及び家族等からの申出があれば，役所等への手続き代行を

行います。（内容によってはお断りするもの（財産関係，本人に

限るもの等）もあります。） 
   ⅴ）機能訓練のサービス 
     ・離床援助，屋内外散歩同行，家事協働等により生活機能の維持・改善に努めます。 
   ⅵ）医師の往診の手配等 



     ・医師の往診の手配，その他療養上のお世話をします。 
   ⅶ）相談及び援助 
     ・利用者及びそのご家族等からの相談には誠意を持って応じ，可能な限り必要な援助を行

います。 
ⅷ）サービス利用料 

     ・要介護度に応じて算出します。 
     ・１日当りの利用料＝下記単位×１０円 
       要支援２    ７８８単位 

 要介護１    ７９２単位 
       要介護２    ８３０単位 
       要介護３    ８５５単位 
       要介護４    ８７２単位 
       要介護５    ８９０単位 
       初期加算     ３０単位（ただし，入所開始３０日間だけ） 
       若年性認知症利用者受入加算 １２０単位 
       サービス提供体制強化加算Ⅰ １２単位 
       介護職員処遇改善加算Ⅰ  １月につき 所定単位×３．９／１０００ 
     ・法定代理受領の場合は，利用者負担金は，１割相当額となります。 
 （２）介護保険給付対象外サービスとその費用 
   ⅰ）食事材料代 
     ・食事材料代は，次のおとりです。 
        朝 食  ２００円 
        昼 食  ２８０円 
        夕 食  ３００円 
        おやつ   ８３円     ※１日当り８６３円 
   ⅱ）おむつ代 
     ・実費としますが，お持ち込みも出来ます。 
   ⅲ）理髪・美容代 
     ・実費とします。 
   ⅳ）娯楽費 
     ・実費とします。 
   ⅴ）居室の利用料 
     ・１ヶ月当り２２，０００円 （月途中での入退所の場合は，日割り計算とします。） 
   ⅵ）光熱水費 
     ・１ヶ月当り９，０００円  （月途中での入退所の場合は，日割り計算とします。） 
   ⅶ）エアーマット使用料 

・ 一日 １００円 （実使用日数） 
ⅷ）医療用絆創膏代 
  ・実費とします。 
ⅸ）日常生活上必要となる諸費用経費 



     ・日常生活品の購入代金等，利用者の日常生活に要する費用で，利用者に負担して貰うこ

とが適当であるものに係る費用は，利用者の負担とさせて頂きます。（実費負担） 
     ・利用者またはその家族等が，契約終了後も居室を明渡さない場合等には，本来の契約終

了日から現実に居室が明渡された日までの期間に係る居室利用料を，日割り計算して徴

収させて頂きます。 
     ・経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合は，相当の額に変更させて頂

きます。その場合には，事前に変更の内容と変更する事由について，変更する２ヶ月前

までに契約者へ説明をさせて頂きます。 
 （３）利用料の支払方法 
     ・介護保険の給付対象となるサービスの利用料金と介護保険の給付対象とならないサービ

スの利用料金は，１ヶ月毎に計算して請求させて頂きます。 
     ・請求書は，翌月の１０日までに契約された方へ郵送，手渡しいずれかの方法でお渡しい

たします。 
     ・請求書が届きましたら，翌月の１５日までに次のいずれかの方法でお支払い下さい。 
        ⅰ）窓口支払 
           直接，グループホームとうごう苑の事務所へお支払ください。 
        ⅱ）口座振込 
           鹿児島銀行東郷代理店 普通預金 口座番号２３５８５２３ 
           口座名義 社会福祉法人祥健会 理事長 松尾眞一郎 の口座へお振込下さ

い。 
           ※その場合の振込依頼者名は，利用者の名前でお願いいたします。 
           ※その場合の振込手数料は，誠に恐縮ですが，振込依頼者の方でご負担下さ

いますようお願いいたします。 
７．サービス利用に当っての留意事項 
     ・団体生活の秩序を保つために，職員や他の利用者を排斥する行為は厳に慎み，相互の親

和を図って明るい雰囲気づくりに努めて下さい。 
     ・騒音の発生，放歌高吟等他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮下さい。 
     ・承諾なしに，他の利用者の居室に立ち入らないようにして下さい。 
     ・生活を豊かなものにするために，余暇を善用し，退行機能の回復を図って，健康の保持

に努めて下さい。 
     ・機能訓練は，介護職員等の指導または見守りのもとで行って下さい。 
     ・無断外出・外泊は，事故防止の観点から禁止いたします。外出・外泊は，それ以前に行

き先と帰着予定日時等を申出て下さい。 
     ・自らも事故防止に努め，事業所の建物，什器備品等は大切に取扱い，節水，節電等に協

力して下さい。もし故意に事業所の建物，什器備品等を破損した場合は，賠償して頂く

ことがあります。 
     ・貴重品や多額の現金等は，お持込にならないようにして下さい。 
     ・利用等の変更は，早目に時間的余裕を持って行なって下さい。 
     ・訪問される方は，面会の度に職員へ届出をして下さい。面会時間は，原則として午前９

時から午後８時までとさせて頂きます。また，宿泊を希望される方は，必ず管理者の許



可を得て下さい。 
     ・転変地変，盗難その他当事者に帰すべきでない事由によって蒙った双方の損害に対して

は，各相手側はその責を負わぬものとしますのでご了承下さい。 
     ・事業所の責に帰すべき事由により利用者，利用者代理人に生じた損害については，事業

所が賠償する責を負います。 
８．協力医療機関 
      名  称  とうごう苑診療所 
      所 在 地  薩摩川内市東郷町斧渕２５０１番地 
      電話番号  ０９９６－４２－２１１１ 
      診 察 科  内科 
 
      名  称  医療法人 松尾医院 
      所 在 地  薩摩川内市東郷町斧渕３１４番地 
      電話番号  ０９９６－４２－００２７ 
      診 察 科  内科 

名  称  社会福祉法人恩賜財団済生会川内病院 
      所 在 地  薩摩川内市原田町２番４６号 
      電話番号  ０９９６－２３－５２２１ 
      診 察 科  内科・外科・整形外科・眼科 
 

名  称  薩摩郡医師会病院 
      所 在 地  薩摩郡宮之城町轟町５１０番地 
      電話番号  ０９９６－５３－０３２６ 
      診 察 科  内科・外科・整形外科・眼科 
 

名  称  医療法人 瀬口歯科医院 
      所 在 地  薩摩川内市東郷町斧渕２７７番地 
      電話番号  ０９９６－４２－００６１ 
      診 察 科  歯科 
９．協力施設 

名  称  介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム とうごう苑 
      所 在 地  薩摩川内市東郷町斧渕２５０１番地 
      電話番号  ０９９６－４２－２１１１ 
 

名  称  介護老人保健施設 グラン・ベリテひわき 
      所 在 地  薩摩川内市樋脇町市比野２９９５番地 
      電話番号  ０９９６－３８－２５００ 
 

名  称  介護老人保健施設 グレースホーム 
      所 在 地  薩摩川内市東郷町町斧渕８９２０番地 



      電話番号  ０９９６－２１－６３１１ 
 
 
１０．災害時の対応 
  （１）消防計画  
     ・別に定めます。 
       平成２１年 ３月２７日消防署へ届出済 
       防火管理者  中島 ひとみ 
  （２）避難訓練 
     ・年４回以上，火災，地震，水害等を想定した訓練を実施します。 
  （３）防災設備 
     ・火災報知器，火災受信機，火災通報装置、避難通路への誘導灯，非常用照明，煙探知器，

温度探知器，非常用遠隔操作器，無断外出防止用探知器，警備赤外線装置 
１１．事故発生時の対応 
  （１）本事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共

同生活介護の提供により事故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、当該利

用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとす

る。 
  （２）本事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するものとする。 
  （３）本事業所は、利用者に対する指定認知症対応型共同生活介護及び介護予防認知症対応型共同

生活介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うもの

とする。 
１2．苦情の受付 
  （１）当事業所相談室 
     ・担 当 者     中間 みゆき，中島 ひとみ（左記不在の場合は，当日日勤職員） 
     ・相談受付時間    毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：００ 
     ・相談方法      電 話（０９９６－２１－６５５１，０９９６－４２－０２１１） 
                面 談（各棟に相談室があります。） 
  （２）行政機関その他の苦情受付 
      名   称     薩摩川内市役所 東郷支所地域振興課 健康福祉グループ 
      所 在 地     薩摩川内市東郷町斧渕３６２番地 
      電話番号      ０９９６－４２－１１１１ 
      FAX 番号      ０９９６－４２－０７６７ 
      受付時間      ９：００～１７：００ 
 

名   称     国民健康保険団体連合会 介護国保課（自治会館内） 
      所 在 地     鹿児島市鴨池新町７－４ 
      電話番号      ０９９－２０６－１０８４ 
      FAX 番号      ０９９－２０６－１０６６ 
      受付時間      ９：００～１７：００ 



 
 
 

名   称     鹿児島県福祉サービス運営適正化委員会 
      所 在 地     鹿児島市鴨池新町１－７ 
      電話番号      ０９９－２８６－２２００ 
      FAX 番号      ０９９－２５７－５７０７ 
      受付時間      ９：００～１７：００ 
 
   （３）第三者委員 [氏名] 古川純子（４２－１３５８） 

 松坂一郎（４２－４３２５） 
 木場正守（４２－１０２０） 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
認知症対応型共同生活介護サービス及び介護予防認知症対応型共同生活介護サービスのご契約に際し、

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 
                    平成  年  月  日 
 

グループホームとうごう苑 
説明者職名          

         氏   名             印 
 
 
私は，本書面に基づき事業者から重要事項の説明を受け，グループホームとうごう苑の利用契約締結

に同意しました。 
                    平成  年  月  日 
 

利 用 者   住   所               
                          氏   名             印 
 

利用者の代理人  住   所               
                          氏   名             印 
                          続   柄       



 
 
 

個 人 情 報 使 用 同 意 書 

 
 
私達（利用者及びその家族）に関する個人情報については，下記に記載する事項に限り必要最小限の

範囲内で，使用することに同意します。 
 
 

記 
 
 
  １．使用目的 
    利用者に係る医療上で必要な場合。若しくは，介護計画の作成等との連絡調整において必要

な場合。 
 
  ２．使用条件 
    （１）個人情報の提供は，必要最小限度とし，提供に当たっては，関係者以外の者に漏れる

ことのないように細心の注意を払うこと。 
    （２）個人情報を使用した場合は，使用目的，立会者名，使用責任者名，使用内容等の経緯，

経過を記録しておくこと。 
 
 

平成  年  月  日 
 
 

利 用 者   住   所               
                          氏   名             印 
 

利用者の代理人  住   所               
                          氏   名             印 
                          続   柄       
 
 
社会福祉法人 祥健会 

グループホームとうごう苑 
管理者 中間 みゆき 殿 


